
地方独立行政法人新小山市民病院役員報酬規程  

平成２５年４月１日 

規程第６号 

 （趣旨） 

第１条  この規程は、地方独立法人新小山市民病院の理事長、副理事長、

理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬に関し、必要な事項を定

めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1) 職員  地方独立行政法人新小山市民病院職員就業規則（平成２５

年規程第１号。以下「就業規則」という。）第２条に掲げる職員（常

時勤務に服することを要する者に限る。）をいう。  

(2) 職員兼務役員  職員を兼務する常勤の役員をいう。  

(3) 常勤役員  常勤の役員であって、職員兼務役員以外の者をいう。  

(4) 非常勤役員 非常勤の理事及び監事をいう。  

 （役員の報酬）  

第３条  常勤役員の報酬は、基本報酬、通勤手当、賞与、及び退職手当と

する。  

２ 非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当とする。  

３ 職員兼務役員には、この第１項の報酬は支給しない。  

 （報酬の支給日）  

第４条  常勤役員の報酬（賞与を除く。）は、職員の給料の支給日に支給

し、賞与は職員の期末手当の支給日に支給する。  

２ 非常勤の監事の報酬の支給日については、理事長が別に定める。  

 （基本報酬）  

第５条  常勤役員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる役員の区分に応じ

て、当該各号に定める額とする。  

(1) 理事長 月額７３０,０００円  

(2) 副理事長  月額６３９,０００円  



(3) 理事 月額５７９ ,０００円 

 （常勤役員の通勤手当）  

第６条  常勤役員の通勤手当の支給額及び支給方法については、地方独立

行政法人新小山市民病院職員給与規程（平成２５年規程第  号）の規定

を準用する。  

 （賞与）  

第７条  賞与は、６月３０日及び１２月１０日（以下これらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する常勤役員に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し若しくは解任され、又は死亡した常勤役員につ

いても同様とする。  

２ 賞与の額は、賞与基礎額に、６月に支給する場合においては１００分

の１４５、１２月に支給する場合においては１００分の１５５を乗じて

得た額に、基準日以前６箇月以内の期間において常勤役員として在職し

た期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。  

(1) ６箇月 １００分の１００  

(2) ５箇月以上６箇月未満  １００分の８０  

(3) ３箇月以上５箇月未満  １００分の６０  

(4) ３箇月未満 １００分の３０  

３ 前項の賞与基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、若しくは解

任され、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、若しくは解任され、

又は死亡した日現在）において当該常勤役員が受けるべき基本報酬の月

額に、基本報酬の月額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した額と

する。  

４ 基準日以前６箇月以内の期間における次の各号に掲げる期間は、第２

項の在職期間に算入する。  

(1) 職員が常勤役員となるため地方独立行政法人新小山市民病院職員

退職手当規程（平成２５年規程第２４号）に基づく退職手当を支給

されることなく退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に

おけるその者の職員としての在職期間  



(2)  小山市、その他の企業等の職員が、任命権者又はその委任を受け

た者の要請に応じ、引き続き常勤役員となるため退職手当を支給さ

れることなく退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合にお

けるその者の小山市、その他の企業等の職員としての在職期間  

５ 基準日前１箇月以内に常勤役員を退職し、かつ、引き続いて職員とな

った場合又は小山市、その他の企業等の職員に復帰した場合には、第１

項後段の規定にかかわらず、賞与は支給しない。  

６ 第２項に規定する賞与の額について、理事長は、地方独立行政法人新

小山市民病院評価委員会（地方独立行政法人法（平成１５年法律第 

１１８号。以下「法」という。）第１１条第１項の規定により小山市に

設置されたものをいう。）が行う法人の業績評価の結果及び当該役員の

業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、同項の規定による賞与の額の

１００分の２０範囲内で、これを増額し、又は減額することができるも

のとする。  

７  次の各号のいずれかに該当する者には、第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る賞与（第３号に掲げる者にあっては、その支給

を一時差し止めた賞与）は、支給しない。  

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 

１７条第２項及び第３項の規定により解任された常勤役員（同条第２

項第１号に該当し解任された場合を除く。）  

(2) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した常勤役員で、その離職した日から当該支

給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者  

(3) 第９項の規定により賞与の支給を一時差し止める処分を受けた者

（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者  

８  常勤役員が就業規則第５７条及び地方独立行政法人新小山市民病院

職員懲戒規程（平成２５年規程第３６号）第２条に規定する懲戒処分に

相当する行為をしたものと理事会が認めるとき、又は職員の不祥事等に

関し当該役員の管理監督責任を問うべきものと理事会が認めるときは、



理事会は、第１項、第２項及び第６項の規定にかかわらず、当該常勤役

員に対する賞与の全部又は一部を支給しないものとすることができる。 

９ 前２項に規定するもののほか、賞与の不支給、一時差止処分その他賞

与の支給については、職員の期末手当の例によるものとする。  

 （退職手当） 

第８条 常勤役員の退職手当の支給額は、当該役員の退職時の給料月額の

在職期間の年数と支給率を乗じた額とする。  

２ 前項の在職期間の年数に端数があるときは、６月以上を１年とみなす

ものとする。  

３ 第１項の支給率は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号

に定める率とする。  

(1) 理事長 １００分の１００  

(2) 副理事長  １００分の６０  

(3) 理事 １００分の４０  

４ 退職手当の増額し、又は減額することについては、前条第６項の規定

を準用する。  

 （日割計算）  

第９条 新たに常勤役員となった者には、その日から基本報酬を支給する。 

２ 常勤職員が退職し、又は解任された場合には、その日までの基本報酬

を支給する。  

３ 常勤職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本報酬を支

給する。  

４  第１項及び第２項の規定により基本報酬を支給する場合における日

割計算の方法については、職員の例による。  

 （非常勤役員手当）  

第１０条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。  

(1) 副理事長  日額 １００ ,０００円  

(2) 理事 日額 ６０,０００円 

(3) 監事 日額 ６０,０００円 

 



 第１１条 （削除）  

 （職員兼務役員手当）  

第１２条 職員を兼務する役員に職員兼務役員手当を支給する。  

２ 職員兼務役員手当の額は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当

該各号に定める額とする。  

(1) 理事長 月額２００,０００円  

(2) 副理事長  月額１００,０００円  

(3) 理事 月額２０,０００円 

３ 職員兼務役員手当は、職員の給料の支給日に支給する。  

 （報酬の支払方法）  

第１３条 役員の報酬は、その全額を、通貨で、直接役員に支払う。ただ

し、役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、職員の例により当

該金額を控除して支払うものとする。  

２ 前項前段の規定にかかわらず、役員の報酬は、役員の同意を得た場合

又は役員が申し出た場合には、役員が指定する金融機関等の本人名義の

口座に振込みを行う方法により支払うことができる。  

 （端数の処理）  

第１４条  この規程により計算した金額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。  

 （費用弁償）  

第１５条 常勤役員及び非常勤役員が業務のため旅行した場合は、当該旅

行に要した費用を弁償する。  

２ 前項の規定による費用弁償の支給額及び支給方法は、職員の旅費の例

による。  

 （委任）  

第１６条 この規程に定めるもののほか、役員の報酬に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日）  

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  



   附 則（平成２９年規程第４号）  

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則（令和４年規程第２号）  

この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年規程第６号）  

この規程は、令和６年７月１日から施行する。  

 

 


